
西 脇 市 生 成 Ａ Ｉ サ ー ビ ス 提 供 仕 様 書  

 

１  サ ー ビ ス 提 供 期 間  

令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で  

 

２  業 務 内 容  

 ⑴  生 成 Ａ Ｉ サ ー ビ ス の 提 供  

   「 【 様 式 第 ４ 号 】 サ ー ビ ス ・ 機 能 要 件 一 覧 」 の 内 容 を 満 た  

し て い る こ と 。  

 ⑵  利 活 用 支 援  

  ア  職 員 研 修  

  イ  ヘ ル プ デ ス ク  

  ウ  プ ロ ン プ ト テ ン プ レ ー ト の 提 供  

 

３  利 活 用 支 援 の 要 件 詳 細  

 ⑴  職 員 研 修  

   次 に 示 す 研 修 を 行 う こ と 。 な お 、 研 修 方 式 は 対 面 、 オ ン ラ  

イ ン 、 オ ン デ マ ン ド 等 形 式 は 問 わ な い 。  

  ア  サ ー ビ ス の 操 作 研 修 （ 一 般 職 員 向 け 、 シ ス テ ム 管 理 者 向  

け ）  

  イ  業 務 に 活 用 で き る プ ロ ン プ ト 研 修  

  ウ   R A Gに 関 す る 研 修  

 ⑵  ヘ ル プ デ ス ク  

  ア  サ ー ビ ス の 不 具 合 対 応 、 プ ロ ン プ ト の 評 価 や 改 善 の 相 談  

に 対 応 す る こ と 。  

  イ  平 日 の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 の 間 で 問 合 せ を 受 け 付 け る  

こ と 。  

   ま た 、 情 報 担 当 を 介 さ な い 直 接 の 問 合 せ に も 対 応 す る こ と 。  

 ⑶  プ ロ ン プ ト テ ン プ レ ー ト の 提 供  

   自 治 体 業 務 に 有 用 な テ ン プ レ ー ト を 提 供 す る こ と 。  

  

４  そ の 他  

⑴  受 注 者 は 本 市 の 契 約 規 則 及 び セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー 等 に 基

づ く 指 示 に 従 い 業 務 を 実 施 す る こ と 。 ま た 、 業 務 を 遂 行 す る

に 当 た り 、 従 事 者 に 対 し て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 教 育 を 実 施 し 、

関 係 法 令 等 を 遵 守 し て 実 施 す る こ と 。  

⑵  受 注 者 が 、 本 仕 様 書 の 内 容 に 違 反 し 損 害 を 与 え た 時 は 、 本  

市 と 協 議 の 上 、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

⑶  履 行 期 間 終 了 時 に 不 要 と な っ た 情 報 資 産 は 、 受 注 者 に お い  

て 復 元 不 可 能 な 状 態 で 廃 棄 す る こ と 。  

 ⑷  そ の 他 本 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 双 方 が 協 議  

し て 決 定 す る 。  


